
 

 

様式第二号の十三(第八条の十七の二関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

  令和７年 ６月 ３０日 

 

下関市長      殿 

 

提出者                   

住 所   下関市向洋町一丁目１３番１号 

氏 名 地方独立行政法人下関市立市民病院 

理事長 田中 雅夫 

電話番号    ０８３－２３１－４１１１ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  下関市立市民病院 

事 業 場 の 所 在 地  下関市向洋町一丁目１３番１号 

計 画 期 間  令和７年（2025年）４月１日～令和８年（2026年）３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 医療業 

②事 業 の 規 模 
診療科目：３３科 

病床数：３８２床 

③従 業 員 数 ６８１名（令和７年４月１日現在 有期雇用職員含む） 

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程 

院内に処理設備を有していないため、収集運搬及び処理については全

面委託している。（契約書に基づく書面による。） 

(日本産業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

別途図面のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

特別管理産業廃棄物の種類    

排 出 量 １４５．５ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

入院・外来・救急患者の増減により、廃棄物が増減する状況である

が、各部局で使用する医薬品などの軽量化、減量化に努めている。 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類    

排 出 量 １４２．６ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

同上 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

別添の業務内容のとおり、分別の徹底を図る。 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組） 

同上 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類     

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】   

特別管理産業廃棄物の種類    

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類    

自 ら 埋 立 処 分

を 行 っ た 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類    

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

特別管理産業廃棄物の種類    

全 処 理 委 託 量 １４５．５ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
１４５．５ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
１４５．５ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類    

全 処 理 委 託 量 １４２．６ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

電子情報処理組織の使用

に関する事項 

【前年度（令和６年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 

排 出 量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）  

ｔ  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

※事務処理欄  



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事

高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分か

るような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する

までの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご

とに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃棄物

の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入す

ること。 

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご

とに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に該当しな

くなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。 

 ６ 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、全

処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利

用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認

定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行

っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量（ポリ

塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）を記入するこ

と。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する取組等（情報処理

センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４

に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。 

 ８ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記

入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄物の種類が

３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を

記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入するこ

と。 

９ ※欄は記入しないこと。 

 



多量排出事業者の特別産業廃棄物処理計画書（令和７年度計画）

地方独立行政法人下関市立市民病院
別紙１－２

所在地（市町名） 下関市 事業の種類 医療業

（ 単位 ： トン ）

種　　　　　　　類 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

廃油

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物 145.5 142.6 145.5 142.6

ＰＣＢ

ＰＣＢ汚染物

ＰＣＢ処理物

廃石綿等

有害産業廃棄物

計 　 　　   (Ｂ) 145.5 142.6 0 0 0 0 0 0 0 0 145.5 142.6 0 0 0 0 0 0 0 0

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

全処理委託量
優良認定処理業者への

処理委託量
再生利用業者への

処理委託量
自ら埋立処分又は海洋投入処分を

行う　産業廃棄物の量

多量排出事業者　　名　称 地方独立行政法人下関市立市民病院

排出抑制に関する事項 自ら行う再生利用に関する事項

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

排出量区

分

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

自ら行う中間処理に関する事項 自ら行う埋立処分等に関する事項 処理委託に関する事項

認定熱回収業者への
処理委託量



附近見取図
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令和７年度下関市立市民病院医療廃棄物収集運搬業務及び処分業務委託仕様書 

 

 本業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令

及び行政指導等を遵守し、下関市立市民病院より排出される医療廃棄物（以下

「廃棄物」という。）の収集運搬業務及び処分業務を行うための必要な事項を定

める。 

 

１ 業務内容 

  （収集運搬業務） 

  下関市立市民病院から排出される医療廃棄物を処理場まで収集運搬する業務 

  （処分業務） 

  下関市立市民病院から排出される医療廃棄物の処分業務 

 

２ 廃棄物の種類、分別、荷姿等 

 廃棄物の種類 
分  別 

荷姿及び容器 
感染性一般廃棄物 感染性産業廃棄物 

１ 血液等 － 

血液、血清、血

漿、体液、血液製

剤等 

ダンボール箱 

２ 
血液等が付着した

鋭利なもの 
－ 

注射針、メス、ガ

ラス屑等 

耐貫通性のあ

る容器 

３ 
その他血液等が付

着したもの 

血液等が付着した

紙屑、繊維屑（脱

脂綿、ガーゼ、包

帯等）等 

血液等が付着した

実験・手術用の手

袋等 

ダンボール箱 

または丈夫な

プラスチック

袋（二重） 

４ 

病理微生物に関連

した試験・検査等

に用いられたもの 

実験・検査等に使

用した培地及び摘

出した臓器等 

実験・検査等に使

用した試験管、シ

ャーレ等 

３に同じ 

５ 

汚染物が付着又は

その恐れがあるも

ので１～３に該当

しないもの 

汚染物が付着した

紙屑、繊維屑等 

汚染物が付着した

プラスチック類等 
３に同じ 
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３ 排出見込量 

１２，２８９kg/月 

 

容器別排出見込数（年間） 

種  別 年間予定量 

感染性廃棄物用容器（ミッペール 20L） 2,600個 

感染性廃棄物用容器（ミッペール 45L） 1,700個 

感染性廃棄物用容器（メディカルペール 50L） 2,200個 

感染性廃棄物用容器（ダンボール箱 50L） 21,000箱 

感染性廃棄物用容器（ダンボール箱 80L） 2,500箱 

 

  ただし、排出見込量及び容器別排出見込数は過去実績に基づく見込量であり、

実際の排出量を約束するものではない。 

 

４ 収集場所 

  下関市立市民病院ごみ処理室とする。 

 

５ 処分方法 

  溶融または焼却等、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

（環境省）」で定める方法にて適正に処分すること。 

 

６ 収集方法 

原則として月曜日から土曜日に廃棄物を収集する。収集しなくてよい日があ

る場合は、病院が指定する。 

 

７ 収集運搬の取り扱いについて 

（１）感染性廃棄物の収集運搬は、次のように行うこと。 

①感染性廃棄物が飛散・流出しないようにすること。 

②当該収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障を

生じないように必要な措置を講ずること。 

③収集運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生ず

るおそれのないように必要な措置を講ずること。 

④収集運搬の際には、感染性廃棄物の種類、取り扱う際に注意すべき事項

を記載した文書を作成し携帯する、又は運搬容器に当該事項が表示されて

いること。 

⑤感染性廃棄物の収集運搬を行う場合には、必ず容器に入れて収集運搬す

ること。容器は、密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい構造を有するも

のであること。 

⑥感染性廃棄物の運搬に当たっては、他の廃棄物と混載しないこと。 
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（２）感染性廃棄物を積み替える場合は、次のように行うこと。 

①感染性廃棄物を積み替える場合には、冷蔵する、容器に入れ密閉する等

腐敗防止のために必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ積替えを行っ

た後の運搬先が定められていること、搬入された感染性廃棄物の量が、積

替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと、及び搬

入された感染性廃棄物が腐敗しないうちに搬出することが必要である。 

②積替えの場所は、次のようにすること。 

ア 感染性廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な

措置を講ずること。 

イ ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

ウ 周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に感染性廃棄物の積替え

の場所であること並びに管理者の氏名又は名称及び連絡先を表示する

こと。 

エ 感染性廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを

設ける等必要な措置を講ずること。 

 

８ 収納容器の提供について 

 （１）廃棄物の収納容器及び院内各所に収納容器を設置する際の専用スタンド

は、収集・運搬業者または処分業者の負担で病院の希望する数量を提供す

ること。 

 

  収納容器用スタンド設置数（参考） 

種  別 台数 

感染性廃棄物容器用スタンド 20L 65台程度 

感染性廃棄物容器用スタンド 45L 18台程度 

感染性廃棄物容器用スタンド 50L 17台程度 

感染性廃棄物容器用ダンボール箱スタンド 50L 80台程度 

 

 （２）収納容器の容量は「３ 排出見込量」に表記しているとおりとするが、

病院の業務に支障のない範囲で変更することを妨げない。 

（３）廃棄物の収納容器（未使用に限る）は病院に支障がない範囲で、病院指

定の専用置場に保管することができる。 

 

９ その他 

 （１）業務履行にあたっては、環境省が定める「廃棄物処理法に基づく感染性

廃棄物処理マニュアル」、その他関連法令並びに各自治体が定める条件等

を遵守し実施すること。 

（２）事業範囲等の確認書類として特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（取

扱廃棄物に「感染性産業廃棄物」を含む）または特別管理産業廃棄物処分
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業許可証（取扱廃棄物に「感染性産業廃棄物」を含む）の写しを提出する

こと。 

（３）履行期間途中で受託者の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証または特

別管理産業廃棄物処分業許可証の期限が切れる場合は、速やかに許可の更

新を行い、新たな許可証の写しを提出すること。 

 

 



令和７ 年 6 月 30 日

　　　　下関市長　　殿

 提出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　 所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏   名　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

　 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、令和６年度の特別管

理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ ｔ
認定熱回収業者以外の

ｔ

特別管理産業廃棄物の量 処 理 委 託 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う 再 生 利 用 業 者 へ の

自ら中間処理により減量する 認定熱回収業者への

ｔ

自 ら 再 生 利 用 を 行 う

全 処 理 委 託 量

目標値項目目標値

特別管理産業廃棄物の量 処 理 委 託 量
ｔ

優良認定処理業者への

　（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

前々年度

(日本産業規格　Ａ列４番)

※事務処理欄

特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の量

熱回収を行う業者への

下関市向洋町一丁目１３番１号

事 業 場 の 名 称

自 ら 埋 立 処 分

特別管理産業廃棄物排出量
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

処 理 委 託 量

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

ｔ

地方独立行政法人下関市立市民病院

下関市立市民病院

下関市向洋町一丁目１３番１号

０８３－２３１－４１１１

様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)
                                                          (第１面)

                                       特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度

医療業

理事長　田中　雅夫

を 行 う

特別管理産業廃棄物処理計画
令和６年（２０２４年）４月１日～令和７年（２０２５年）３月３１日

事 業 場 の 所 在 地

排 出 量 141.9

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

事 業 の 種 類

項目

141.9

に お け る 計 画 期 間



多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（令和６年度実績）

下関市立市民病院

所在地（市町名） 下関市 事業の種類 医療業

区

分
種　　　　　　　類

処分委託先が
山口県内

処分委託先が
山口県外

処分委託先が
山口県内

処分委託先が
山口県外

処分委託先が
山口県内

処分委託先が
山口県外

廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃酸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

感染性産業廃棄物 145.5 145.5 145.5 145.5 0 0 145.5 145.5 0 0 0 0 145.5 145.5 145.5 0 0

ＰＣＢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ＰＣＢ汚染物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ＰＣＢ処理物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃石綿等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有害産業廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 　 　　   (Ｂ) 145.5 0 0 0 0 0 0 0 0 145.5 145.5 145.5 0 0 0 0 0 0 0 145.5 0 0 145.5 0 0 0 0 145.5 145.5 145.5 0 0

実　　　　　　　　績　　　　　　　　　値
⑫再生利用業
者への処理委
託量

⑦ 自ら中間処理
により減量した量

⑧ 自ら中間処
理した後、再生
利用した量

⑭熱回収認定
業者以外の熱
回収を行う業
者への処理委
託量

⑬熱回収認定
業者への処理
委託量

 ⑩のうち最終
処分処理業者
への処理委託
量

⑪優良認定処
理業者への処
理委託量

⑩全処理委託
量

⑭ ⑩のうち熱
回収認定業者
以外の熱回収
を行う業者へ
の処理委託量

⑦自ら中間処
理により減量し
た量

③+⑨自ら埋立
処分又は海洋
投入処分を
行った量

⑨ 自ら中間処
理した後、自ら
埋立処分又は
海洋投入処分
した量

①排出量 ⑤　④うち熱回収
を行った量

⑪ ⑩のうち優
良認定処理業
者への処理委
託量

①排出量 ②＋⑧自ら再
生利用を行っ
た量

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

⑤自ら熱回収
を行った量

② 自ら直接再生
利用した量

⑥ 自ら中間処理し
た後の残さ量

 ⑩のうち中間
処理業者への
処理委託量

⑫ ⑩のうち再
生利用業者へ
の処理委託量

⑬ ⑩のうち熱
回収認定業者
への処理委託
量

多量排出事業者　　名　称 下関市立市民病院

計　　　画　　　の　　　実　　　施　　　状　　　況

③ 自ら直接埋立
処分又は海洋投
入処分した量

④ 自ら中間処理し
た量

⑩ 直接及び自
ら中間処理し
た後の処理委
託量



）

　

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量

⑫

自ら直接
再生利用した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑧

0

⑬

廃油（特別管理産業廃棄物の種類：

項目

⑫再生利用業者への処理
委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

自ら中間処理
した量

⑦
0

④

⑤
0

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑨
0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

0

① 0

実績値

② 0

③

排 出 量

0

⑥
00

0

0

④のうち熱回収
を行った量

0

自ら中間処理し
た後の残さ量

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑭
0

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

0

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量



）

　

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

0

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑬
自ら中間処理に
より減量した量

⑥

0

⑤
0

④のうち熱回収
を行った量

⑫再生利用業者への処理
委託量

0

0

排 出 量

① 0

0

0

⑭
0

⑦
0

実績値

0
④

自ら中間処理
した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑨

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量
③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

廃酸（特別管理産業廃棄物の種類：

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

② 0

③

⑫

自ら直接
再生利用した量

0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量0

⑧ 0

自ら中間処理し
た後の残さ量

項目

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量



）

　

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量

⑫

自ら直接
再生利用した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑧

0

⑬

廃アルカリ（特別管理産業廃棄物の種類：

項目

⑫再生利用業者への処理
委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

自ら中間処理
した量

⑦
0

④

⑤
0

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑨
0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

0

① 0

実績値

② 0

③

排 出 量

0

⑥
00

0

0

④のうち熱回収
を行った量

0

自ら中間処理し
た後の残さ量

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑭
0

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

0

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量



）

　

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

145.5
⑩

⑩全処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

145.5

145.5

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

0

145.5

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑬
自ら中間処理に
より減量した量

⑥

0

⑤
0

④のうち熱回収
を行った量

⑫再生利用業者への処理
委託量

0

0

排 出 量

① 145.5

0

0

⑭
0

⑦
0

実績値

0
④

自ら中間処理
した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑨

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量
③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

感染性産業廃棄物（特別管理産業廃棄物の種類：

145.5

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

② 0

③

⑫

自ら直接
再生利用した量

145.5

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量145.5

⑧ 0

自ら中間処理し
た後の残さ量

項目

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量



）

　

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量

⑫

自ら直接
再生利用した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑧

0

⑬

ＰＣＢ（特別管理産業廃棄物の種類：

項目

⑫再生利用業者への処理
委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

自ら中間処理
した量

⑦
0

④

⑤
0

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑨
0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

0

① 0

実績値

② 0

③

排 出 量

0

⑥
00

0

0

④のうち熱回収
を行った量

0

自ら中間処理し
た後の残さ量

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑭
0

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

0

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量



）

　

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

0

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑬
自ら中間処理に
より減量した量

⑥

0

⑤
0

④のうち熱回収
を行った量

⑫再生利用業者への処理
委託量

0

0

排 出 量

① 0

0

0

⑭
0

⑦
0

実績値

0
④

自ら中間処理
した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑨

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量
③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

ＰＣＢ汚染物（特別管理産業廃棄物の種類：

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

② 0

③

⑫

自ら直接
再生利用した量

0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量0

⑧ 0

自ら中間処理し
た後の残さ量

項目

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量



）

　

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量

⑫

自ら直接
再生利用した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑧

0

⑬

ＰＣＢ処理物（特別管理産業廃棄物の種類：

項目

⑫再生利用業者への処理
委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

自ら中間処理
した量

⑦
0

④

⑤
0

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑨
0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

0

① 0

実績値

② 0

③

排 出 量

0

⑥
00

0

0

④のうち熱回収
を行った量

0

自ら中間処理し
た後の残さ量

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑭
0

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

0

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量



）

　

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

0

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑬
自ら中間処理に
より減量した量

⑥

0

⑤
0

④のうち熱回収
を行った量

⑫再生利用業者への処理
委託量

0

0

排 出 量

① 0

0

0

⑭
0

⑦
0

実績値

0
④

自ら中間処理
した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑨

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量
③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

廃石綿等（特別管理産業廃棄物の種類：

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

② 0

③

⑫

自ら直接
再生利用した量

0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量0

⑧ 0

自ら中間処理し
た後の残さ量

項目

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量



）

　

(第
２

面
）

計画の実施状況

有 償 物 量

不要物等発生量

0

自ら直接埋立処分した
量

⑫

自ら直接
再生利用した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑧

0

⑬

有害産業廃棄物（特別管理産業廃棄物の種類：

項目

⑫再生利用業者への処理
委託量

①排出量

②＋⑧自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

自ら中間処理
した量

⑦
0

④

⑤
0

自ら中間処理した後
再生利用した量

⑨
0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

0

① 0

実績値

② 0

③

排 出 量

0

⑥
00

0

0

④のうち熱回収
を行った量

0

自ら中間処理し
た後の残さ量

自ら中間処理に
より減量した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

0
⑩

⑩全処理委託量

⑭
0

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

0

⑪

0

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量



(第３面)

備考

１　　翌年度の６月30日までに提出すること。

２　　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３　　「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

　　物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４　　第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

  　から（14）に掲げる量を記入すること。

　　(1) ①欄　当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

　　(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

　　(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

　　(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

　　(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

　　(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量　

　　(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

　　(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

　　(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

　　(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

　　(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第

　　　６条の１１第２号に該当する者）への処理委託量

　　(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

　　(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

　　　第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

　　(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

　　　焼却処理委託量

５　　第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

　　績値を記入すること。

６　　特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

７　　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

　 産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる

　 情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処

　 理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）

　 について記入すること。

　 の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

８　※欄は記入しないこと。

　 添付すること。

　 ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子


